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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月3日(2010.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｓ－アデノシルメチオニンと、フィチン酸と、デキストリンとを含む、飲食用組成物。
【請求項２】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの３倍量以上の濃度で含む、請求項１
に記載の飲食用組成物。
【請求項３】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量以上の濃度で含む、請求項１
に記載の飲食用組成物。
【請求項４】
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前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～２０倍量の濃度で含む、
請求項１～３のいずれか１項に記載の飲食用組成物。
【請求項５】
前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～１０倍量の濃度で含む、
請求項１～３のいずれか１項に記載の飲食用組成物。
【請求項６】
前記デキストリンが、環状デキストリンである、請求項１～５のいずれか１項に記載の飲
食用組成物。
【請求項７】
前記環状デキストリンが、γ－環状デキストリンである、請求項６記載の飲食用組成物。
【請求項８】
前記デキストリンが、環状デキストリンと非環状デキストリンとを含む、請求項１～５の
いずれか１項に記載の飲食用組成物。
【請求項９】
ｐＨが４以下である、請求項１～８のいずれか１項に記載の飲食用組成物。
【請求項１０】
ｐＨが３以下である、請求項１～８のいずれか１項に記載の飲食用組成物。
【請求項１１】
Ｓ－アデノシルメチオニンの安定化法であって、該Ｓ－アデノシルメチオニンを含む組成
物に、フィチン酸およびデキストリンを添加する工程を包含する、方法。
【請求項１２】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの３倍量以上の濃度で添加する、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量以上の濃度で添加する、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～２０倍量の濃度で添加す
る、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～１０倍量の濃度で添加す
る、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
前記デキストリンが、環状デキストリンである、請求項１１～１５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１７】
前記環状デキストリンが、γ－環状デキストリンである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記デキストリンが、環状デキストリンと非環状デキストリンとを含む、請求項１１～１
５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
ｐＨを４以下に調整する工程をさらに包含する、請求項１１～１８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２０】
ｐＨを３以下に調整する工程をさらに包含する、請求項１１～１８のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項２１】
Ｓ－アデノシルメチオニンと、フィチン酸と、デキストリンとを含む、飲食用補填物。
【請求項２２】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの３倍量以上の濃度で含む、請求項２
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１に記載の飲食用補填物。
【請求項２３】
前記フィチン酸を、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量以上の濃度で含む、請求項２
１に記載の飲食用補填物。
【請求項２４】
前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～２０倍量の濃度で含む、
請求項２１～２３のいずれか１項に記載の飲食用補填物。
【請求項２５】
前記デキストリンを、前記Ｓ－アデノシルメチオニンの５倍量～１０倍量の濃度で含む、
請求項２１～２３のいずれか１項に記載の飲食用補填物。
【請求項２６】
前記デキストリンが、環状デキストリンである、請求項２１～２５のいずれか１項に記載
の飲食用補填物。
【請求項２７】
前記環状デキストリンが、γ－環状デキストリンである、請求項２６に記載の飲食用補填
物。
【請求項２８】
前記デキストリンが、環状デキストリンと非環状デキストリンとを含む、請求項２１～２
５のいずれか１項に記載の飲食用補填物。
【請求項２９】
ｐＨが４以下である、請求項２１～２８のいずれか１項に記載の飲食用補填物。
【請求項３０】
ｐＨが３以下である、請求項２１～２８のいずれか１項に記載の飲食用補填物。
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